
 

滑川市ビーチボール協会規約 

 

第１章 名称及び事務局 

 

第１条 この会は、滑川市ビーチボール協会（以下｢本会｣という。）と称する。 

 

第２条 本会の事務局は、会長宅に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

第３条 本会は、滑川市の各ビーチボール団体を統轄し、ビーチボール人口の拡充と振 

興発展に寄与することを目的とする。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 各種大会の開催 

(2) 研修会・講習会等の開催 

(3) ビーチボール団体の指導育成及び連絡 

(4) 各種大会への派遣及び後援 

(5) その他目的遂行に必要な事項 

 

第３章 組織 

 

第５条 本会はビーチボールを愛好する団体で、かつチームの２名以上が滑川市在住も

しくは勤務地の者で組織する。 

 

第４章 役員 

 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1)  会 長  １ 名 

(2)  副 会 長  若干名 

(3)  理 事 長  １ 名 

(4)  副理事長  若干名 

(5)  常任理事  若干名 

(6)  監 事  ２ 名 

 

第７条 会長、副会長は常任理事会で推挙し、総会の議決を経なければならない。 

 

第８条 常任理事は加盟団体より１名以上を選出する。理事長、副理事長は常任理事の

互選により選出し、総会の議決を経なければならない。 

 

第９条 監事は、総会の議決を経て会長が委嘱する。 

 

 

 



 

第５章 役員の任務 

 

第 10 条 会長は本会を代表し会務を統轄する。 

 

第 11 条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

 

第 12 条 理事長は常任理事会の定めに従い会務の執行にあたる。 

 

第 13 条 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 

 

第 14 条 常任理事は本会の重要事項を審議決定する。なお、常任理事の互選により事

務局長及び会計担当を選出する。 

 

第 15 条 監事は本会の会計を監査し、総会で意見を述べなければならない。 

 

第 16 条 事務局長は事務全般を担当する。 

 

第 17 条 会計は本会の会計を担当する。 

 

第 18 条 役員の任期は２年とする。ただし、再選は妨げない。補欠による役員任期は

前任者の残任期間とする。 

 

第 19 条 本会に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。 

(1) 名誉会長、顧問、参与は常任理事会の議決を経て会長が委嘱する。 

(2) 顧問は重要事項について諮問に応ずる。 

(3) 参与は会議に出席して意見を述べることができる。 

   ただし、議決権は有しない。 

 

第６章 会議 

 

第 20 条 本会の会議は総会、常任理事会とする。 

 

第 21 条 総会は本会の決議機関であり、次のものは総会の議決を経なければならない。 

(1) 事業計画に関すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 役員の任期に関すること。 

(4) 規約の制定及び改正に関すること。 

 

第 22 条 総会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び加盟団体２名をもっ

て構成し、年１回会長が召集する。 

 

第 23 条 常任理事会は本会の執行機関であり、必要に応じて理事長が召集する。 

 

 

 

 



 

第７章 会計 

 

第 24 条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこ

れに充てる。 

 

第 25 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第８章 加盟 

 

第 26 条 本会に加盟しようとする団体は、常任理事会の承認を経なければならない。 

 

第９章 部会 

 

第 27 条 第４条の目的を遂行するために必要な専門部会を置く。 

２  専門部会には部長１名、副部長若干名を置く。 

 

第１０章 設立年月日 

 

第 28 条 本会の設立年月日は昭和６２年７月３日とする。 

 

 附則 

  本規約の施行には必要な細則は別に定めることができる。 

  本規約の施行は、昭和６２年７月３日より効力を生じる。 

   平成元年４月１日 一部改訂 

   平成３年４月５日 一部改訂 

   平成４年４月４日 一部改訂 

   平成１４年４月１９日 一部改訂 

   平成１７年４月１５日 一部改訂 

   平成２０年４月２５日 一部改訂 

平成２１年４月２４日 一部改訂 

平成２２年５月７日 一部改訂 

平成２６年４月２５日 一部改訂 

平成２８年４月４日 一部改定 


